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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｔｈ１／キラー細胞を含む組成物であって、
　（１）前記Ｔｈ１／キラー細胞が、Ｔｈ１特性と細胞溶解活性を有する、又は、
　（２）前記Ｔｈ１細胞／キラー細胞が、腫瘍細胞株に対して細胞溶解活性を有するＣＤ
４＋細胞である、組成物。
【請求項２】
　（１）の前記細胞溶解活性がＮＫ特性を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記Ｔｈ１／キラー細胞がグランザイムＢおよびパーフォリンを発現する、又は、ＩＦ
Ｎ－ガンマを発現する、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　（１）の前記Ｔｈ１／キラー細胞は、
ａ）ＩＬ－４の発現を実質的に減少させるかあるいはＩＬ－４を全く発現しない、又は
ｂ）ＣＤ４＋細胞である、又は
ｃ）ＣＤ３およびＣＤ２８の架橋剤で調合される、又は
ｄ）正常なドナーの末梢血液から得られる、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　（１）の前記組成物は、
ａ）臨床的に意義のある数のＴｈ１／キラー細胞を含む、又は



(2) JP 2013-536232 A5 2014.10.16

ｂ）少なくとも１ｘ１０7個の細胞を含む、又は、
ｃ）少なくとも１ｘ１０8個の細胞を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記Ｔｈ１／キラー細胞の（１）の前記細胞溶解活性は、正常細胞ではなく異常細胞を
特に不活性にし、
　前記異常細胞は、癌細胞、感染細胞またはそれらの細胞の組合わせを含む、請求項１に
記載の組成物。
【請求項７】
　（２）の前記Ｔｈ１／キラー細胞は、
ａ）Ｔｈ１特性を含む、又は
ｂ）正常細胞を不活性化しない、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　（２）の前記腫瘍細胞株は、ＡＲＨ７７である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　異常細胞を破壊するために用いられる組成物であって、
　前記組成物は、同種異系のＴｈ１／キラー細胞を含み、
　前記異常細胞と前記Ｔｈ１／キラー細胞との相互作用により前記異常細胞が破壊される
、使用のための組成物。
【請求項１０】
　前記Ｔｈ１／キラー細胞は、Ｔｈ１特性および細胞溶解活性を発現する、請求項９に記
載の使用のための組成物。
【請求項１１】
　ａ）前記Ｔｈ１／キラー細胞の前記細胞溶解活性が、グランザイムＢ－パーフォリンの
発現を含む、又は
　ｂ）前記Ｔｈ１特性が、ＩＦＮ－ガンマの発現を含む、又は
　Ｃ）前記Ｔｈ１／キラー細胞が、ＩＬ－４の発現を欠く、請求項１０に記載の使用のた
めの組成物。
【請求項１２】
　ａ）前記Ｔｈ１／キラー細胞が、架橋抗ＣＤ３／抗ＣＤ２８モノクローナル抗体ととも
にＣＤ４＋Ｔ細胞の活性化により得られる、又は、
　ｂ）前記異常細胞が、癌細胞、感染細胞、またはそれらの細胞の組合せを含む、請求項
９に記載の使用のための組成物。
【請求項１３】
　治療に使用される組成物であって、
　前記組成物が、臨床的に意義のある数のＴｈ１／キラー細胞を含む、組成物。
【請求項１４】
　前記Ｔｈ１／キラー細胞が、ＣＤ４＋細胞である、請求項９又は１３に記載の使用のた
めの組成物。
【請求項１５】
　ａ）前記Ｔｈ１／キラー細胞が、Ｔｈ１特性と細胞溶解活性を発現し、
　前記Ｔｈ１／キラー細胞は、抗ＣＤ３／抗ＣＤ２８モノクローナル抗体に結合され架橋
されるビーズにより活性化され、又は、
　ｂ）前記Ｔｈ１／キラー細胞は、正常なドナーの末梢血液から得られる、又は、
　ｃ）前記Ｔｈ１／キラー細胞は、患者にとって同種異系である、又は、
　ｄ）前記臨床的に意義のある細胞数は、少なくとも１ｘ１０8個である、請求項１３に
記載の使用のための組成物。
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